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第１　メタバースとは
メタバースとは、「Meta（超越）」と「Universe（宇

宙・世界）」を組み合わせた造語で、その定義はさま
ざまですが、コンピュータネットワーク上の３次元
の仮想空間（又は仮想空間を活用したサービス）の
ことを指す場合が多く１、本論でも、メタバースが

そうした仮想空間であることを前提とした議論を行
います。総務省の「Ｗｅｂ３時代に向けたメタバー
ス等の利活用に関する研究会報告書」では、仮想空
間が①利用目的に応じた臨場感・再現性があること

（デジタルツインと同様に物理空間を再現する場合
もあれば、簡略化された物理空間のモデルを構築す

〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜コニシビル
TEL : 06-6203-0941（代）　FAX : 06-6222-1068　e-mail : mail@saegusa-pat.co.jp

大阪オフィス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎ノ門ダイビルイースト9F
TEL : 03-5511-2855　FAX : 03-5511-2857　e-mail : tokyo@saegusa-pat.co.jp

東京オフィス

https://www.saegusa-pat.co.jp
◎東京オフィス
＊特定侵害訴訟代理可能

藤田 雅史
森嶋 正樹  
北野 善基＊
東野 匡容＊
兼本 伸昭＊
池上 美穂＊
難波 泰明

河合 永文＊
八木 祥次
桒垣 善行
岩澤 朋之＊
野村 千澄
内藤 勝志 洗　 理恵

大原 礼子
戸田 淳子

化学・バイオ部

代 表 社 員
所　　　長

社員副所長

弁理士 林　 雅仁＊

弁理士

中野 睦子＊
岩井 智子 社員副所長 弁理士菱田 高弘＊

社員副所長 弁理士 

◎

松野 陽介
西橋 　毅

安藤 有貴
齊藤 美咲

＊
＊

◎

＊
◎

齋木 瑞恵

◎

松本 康伸＊
田上 英二
小川 稚加美＊
中村 　剛＊

商標・意匠部

◎

◎ 中島 富雄 　◎
◎

淀谷 幸平＊ 

社員副所長
東京オフィス所長 弁理士 斎藤 健治◎

森 康輔

森山 彰子
佐々木 章江   　 ◎

前田 智子
機械・電気部 知財情報室

川 麻美◎

＊
鶴 　　寛
植田 慎吾
奥山 美保＊



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）2 令和６年（2024年）４月５日（金曜日）

る場合、物理法則も含め異なる世界を構築する場合
もある）、②自己投射性・没入感があること、③（多
くの場合リアルタイムに）インタラクティブである
こと、④誰でもが仮想空間に参加できること（オー
プン性）という要件を備えている場合を「メタバー
ス」と呼んでいます。

現実空間を離れたメタバースでは、物理的制約
を離れたコミュニケーションやコンテンツの提供が
可能になるといった特徴があり、それを活かした利
活用の方法として、前記の総務省の報告書では①コ
ミュニケーションイベント、②ビジネス利用、テレ
ワーク、③街を再現したメタバース・デジタルツイ
ン、④講演、教育、文化、⑤産業分野、⑥経済活動、
娯楽が挙げられており、これら以外にも、今後広く
活用されていくことが予想される勢いのある分野で
す。そして、メタバースの発展はVR・AR技術の発
展とともに普及した新たな分野であり、法整備が追
い付いていない分野ともいえます。

第２　現実空間とメタバースの交錯
近年では、現実空間で販売・提供される商品・

サービスがメタバースでデジタルコンテンツ（以下
単に、「コンテンツ」といい、以降、本稿において同
じ。）化され流通することや、逆にメタバースにお
けるコンテンツが現実空間で実体化され流通するこ
とが観念できるようになり、現実空間とメタバース
が交錯する状況となっています。メタバースは現実
空間を仮想空間に拡張する性質を有するため、現実
空間における商品と同一デザインの仮想商品をメタ
バース上で販売することが行われるような事例も増
えてきました。

例えば、2021年９月には、バトルロイヤルゲー
ム「フォートナイト」と高級ファッションブラン
ド「BALENCIAGA（バレンシアガ）」がコラボし、
メタバースにおけるゲーム用のバーチャルファッ
ションのコンテンツと現実空間における商品である
ファッションアイテムを販売しました２。

そこで、本稿では、日本法の下において、そうし
たメタバースと現実空間を行き来するコンテンツが
知的財産法上どのように保護され得るかを検討して
いきます。なお、今回は、紙幅の関係上、特許権は
検討の対象としないものとします。

１　著作権

（１）現実空間における応用美術をメタバースに

おいてコンテンツ化した場合

現実空間で販売されているバッグを第三者が
メタバースにおいてコンテンツ化し、アバター
に使用したり、販売したりしている場合に、著
作権法に基づいて差止請求は可能でしょうか。

この点、バッグはいわゆる応用美術に該当し、
応用美術が著作物に該当するかが問題となりま
す。

近時の裁判例では実用品のデザインとして
の応用美術が著作物として認められるためには、
実用目的を達成するために必要な機能に係る構
成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的
特性を備えている部分を同実用品が把握できる
ものであることが必要であると考えられていま
す３。例えばバッグであれば、そのバッグが中
に物を入れて運ぶための携帯用具であるという
機能性を発揮するための構成とは別に、極めて
奇抜な独創的なデザインを備えるといった場合
に限り、著作物性が認められることになります
が、これは相当に高いハードルであり、現実空
間のバッグが著作物に該当することは極めて難
しいと考えられます。

それでは、著作物に該当しないバッグをメタ
バースにおいてコンテンツ化し、冒頭で述べた
ようにアバターに使用したり、販売したりして
いる場合に、バッグのコンテンツ自体に著作物
性が認められ、それらの利用行為が公衆送信や
複製となるのでしょうか。

著作物該当性について、まず、創作性の有
無が問題となります。この点、平面的なイラス
トや図案が商品や広告に用いられる場合につい
ては、通常の著作物と概ね同様の創作性の基準
により判断され、特に厳しい要件が課されてい
ないように思われます。また、著作物とはなら
ない応用美術をカメラで撮影した場合であって
も、被写体の組合せ・配置、構図・カメラアン
グル、光線・陰影、背景等に独自性があれば、
著作物に該当するとされています４。メタバー
スにおけるコンテンツ化についても、イラスト
や写真と同様の判断基準を採用することが妥当
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かという問題点はあるものの、コンテンツのモ
チーフの選択、デジタル上の再現における構図、
光線・陰影等に独自性があれば、著作物に該当
する可能性があります。他方で、コンテンツの
モチーフ自体には独自性がなく、かつ同モチー
フをメタバース上に極めて忠実に再現すること
を目的として、コンテンツを作成する場合には、
何ら創作性がないとして、著作物に該当しない
可能性があります５。

さらに、バッグのコンテンツは応用美術であ
るとして、現実空間と同様に、実用性・機能性
と分離した美的特性を備える必要があるでしょ
うか。この点、コンテンツは現実空間の応用美
術と異なり、後述のとおり意匠権による保護を
受けることができません。そのため、人間が着
用する現実空間のバッグのデザインは意匠法で、
メタバース内でコンテンツとしてアバター等が
着用するバッグのデザインは著作権法で、それ
ぞれ保護するべきであるとの要素を重視すれば、
現実空間における応用美術と同様の実用性・機
能性と分離した美的特性を備えることまで求め
るものではないと解釈することが可能です。他
方で、コンテンツの作成目的がアバターの着用
だけでなく、人間が着用することでもあるよう
な場合も想定されます。その場合には、コンテ
ンツであってもやはり現実の応用美術と同一の
実用目的という制約を受けていることを重視し、
著作物該当性においても、現実空間における応
用美術と同一の要件が適用されるべきだと解釈
することも可能です。

そして、コンテンツの著作物性が認められ
た場合には、それらのコンテンツを無断でアバ
ターに使用したり、販売したりする行為は、著
作権侵害に該当します。他方、当該コンテンツ
と同一のデザインで現実世界におけるバッグを
作成する場合に、複製又は翻案等の著作権侵害
となるのかという問題も生じ得ますが、デジタ
ルから現実への変換は、著作物の内容及び形式
に係る覚知が全く異なることを重視すれば、著
作権侵害を否定すべきではないでしょうか。

（２）メタバースにおいてオリジナルのバッグの

コンテンツを作成する場合

それでは、メタバースにおいてまったくのオ
リジナルバッグのコンテンツを作成する場合は
どうでしょうか。

このような場合についても上記と同様の議
論が当てはまりますが、著作物性の判断基準と
してイラストと同様に広く認めてもいいと考え
る方（少なくともメタバース上での無断使用に
ついては著作権侵害を認めるべきと判断される
方）もおられるのではないでしょうか。そのよ
うな場合、上記で触れたようなメタバースオリ
ジナルのバッグのコンテンツが現実空間におい
て無断で再現された場合についてはどのような
帰結となるのか、検討の余地が大いにあります。

以上のような問題は、メタバースが現実空間
の拡張機能を有するために発生するものであり、
今後議論されるべき課題ではないかと思われま
す。

２　意匠権

（１）メタバースにおけるコンテンツに関する意

匠権の成否

意匠法上の「物品」（第２条第１項）は、有体
物を指すとされています。有体物は、無体物に
対比する概念であり、空間の一部を占める有形
的存在である物をいいます。そして、令和元年
改正により、物品の意匠とは別に画像の意匠が
新たに規定されたことによって、物品の概念に
は、少なくとも画像が含まれないことが明確に
なりました。さらに、画像の意匠は「機器の操
作の用に供されるもの又は機器がその機能を発
揮した結果として表示されるものに限」ると規
定されています。

したがって、メタバースにおけるコンテンツ
は物品と画像の意匠のいずれにも該当しないた
め、現行法の下では意匠権として登録ができま
せん。ただし、GUIに係るコンテンツは、画像
の意匠として登録される可能性があります。

（２）物品の意匠権のメタバースに対する権利行

使の可否

では、現実空間で物品として登録されている
意匠権に基づき、メタバースにおけるコンテン
ツに対して権利行使をすることが可能でしょう
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か。
この点、物品の意匠はその実施行為が「意匠

に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出
若しくは輸入（外国にある者が外国から日本国
内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下
同じ。）又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡
又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）を
する行為」（第２条第２項第１号）と規定されて
います。画像の意匠の実施行為に、ネットワー
クを通じた画像の提供行為が実施に含まれるよ
う「電気通信回線を通じた提供」が規定されて
いることと対比すると、物品の意匠にはネット
ワークを通じた提供行為が含まれないことが分
かります。

したがって、現実空間で物品として登録され
ている意匠権に基づき、メタバースにおけるコ
ンテンツに対する権利行使をすることはできな
いといえます。

３　商標権

（１）現実空間における商品の商標権のメタバー

スに対する権利行使の可否

著作権について論じた場合と同様に、現実空
間で販売されているバッグを第三者がメタバー
スにおいてコンテンツ化し、アバターに使用し
たり、このようなコンテンツを販売したりして
いる場合に、商標権に基づき差止請求６は可能
でしょうか。

この点、上記の第三者がメタバース上でアバ
ターに使用しているにとどまる場合は、そもそ
も差止めの対象である商標的使用には当たらな
いのではないでしょうか７。

次に、バッグのコンテンツを販売する行為に
対して、現実世界の商標権者が保有する指定商
品を18類のかばん類とする商標権に基づき権利
行使は可能でしょうか。このようなバッグのコ
ンテンツの販売は18類での使用あるいはこれと
類似するのでしょうか。

商品・役務の類似の範囲は、生産部門、販売
部門、原材料及び品質、用途並びに需要者の範
囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係
にあるかどうかを考慮し、出願商標及び引用商

標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似
の商標を使用するときは、同一営業主の製造・
販売又は提供に係る商品又は役務と誤認される
おそれがあると認められる関係にあるかにより
判断されます。

現実空間におけるバッグとメタバースにお
けるコンテンツとしてのバッグは、材料・構造、
用途が異なるのはもちろんのこと、実際に身に
付けられる現実空間におけるバッグとオンライ
ンでのみ表示されるコンテンツとしてのバッグ
は、それを必要とする需要者も、入手方法であ
る販売経路も異なることがほとんどです。その
ため、現時点においては、実空間におけるバッ
グとメタバースにおけるコンテンツとしての
バッグが、同一営業主が販売・提供する商品で
あると誤認されるおそれがあるとはいえず、類
似であると認められる可能性は低いです。

したがって、現実空間における商品の商標権
を、メタバースにおけるコンテンツに対して権
利行使するハードルは相当に高いといえます。

そこで、メタバースにおけるコンテンツに対
して権利行使するためには、現実空間における
商品の登録商標をメタバースで使用する場合に
想定される使用態様を踏まえた場合に該当する
指定商品・役務について、予め商標登録を行う
ことが対応策となると思われます。

（２）メタバースにおけるコンテンツを商標登録

する場合

では、メタバースにおけるコンテンツを商
標登録する場合には、どのような指定商品・指
定役務となるでしょうか。バッグを例にすると、
メタバースにおけるコンテンツとしてのバッグ
は、それがダウンロード可能なデジタルデータ
やシステムである場合には、「インターネット
を利用して受信し、及び保存することができる
バッグを内容とする画像ファイルを特徴とする
プログラム」（第９類）といった指定商品とする
ことが考えられます。他方、ダウンロードがで
きない態様での使用、例えば、単にメタバース
上にバッグが表示されるだけのような場合には、

「オンライン上で使用されるバッグを内容とす
る画像のオンラインによる提供（第41類）」と
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いった指定役務とすることが考えられます。そ
して、上記のような指定商品・指定役務での商
標登録の出願が実際に見受けられます。例えば、
登録6416915号では「BITS」という商標が９類
で「オンライン仮想世界で使用するためのバッ
ジ・絵文字・顔文字・画像・映像を特徴とする
コンピュータプログラム」として、登録6510431
号では「Torimo」という商標が41類で「仮想現
実・拡張現実・複合現実システムを利用して行
うバーチャルキャラクター・アバター画像の提
供」として登録されています。

なお、出願された商標が、他人の登録商標
と同一又は類似の商標であり、かつ出願に係る
指定商品又は指定役務が同一又は類似である場
合には、商標登録を受けることができない（第
４条第１項第11号）ことを前提として、当該指
定商品又は指定役務の類似性の判断においては、
メタバースにおけるコンテンツがモチーフとす
るアイテムの違いは考慮されない点に注意が必
要です。つまり、具体的な問題として、「イン
ターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができるバッグを内容とする画像ファイルを
特徴とするプログラム」と「インターネットを
利用して受信し、及び保存することができるメ
ガネを内容とする画像ファイルを特徴とするプ
ログラム」は、出願に係る指定商品又は指定役
務が類似であるとして、同一又は類似する商標
は、新たな商標登録ができないとおそれがあり
ます。

ちなみに、韓国では、メタバースにおけるコ
ンテンツを商標登録する場合の指定商品・役務
について、日本と異なる運用が採用されていま
す。メタバースにおける取引活性化の状況を鑑
み、2022年７月13日に発表された仮想商品審査
処理指針が施行されていますが独立行政法人日
本貿易振興機構（JETRO）による仮訳８に基づ
くと、上記審査処理指針の施行によって、「仮
想衣類、仮想履物、仮想自動車、仮想食品」な
ど「仮想＋現実商品名」の形態からなる商品名
が認められるようになり、そのうえで、現実商
品名が異なる場合は別の商品であることを明確
化されているように思われます。つまり、「仮

想バッグ」と「仮想メガネ」はその指定商品は
類似しないと判断される可能性が高いです。こ
れより、上記のメタバースにおけるコンテンツ
がモチーフとするアイテムの違いは考慮されな
いという問題点は、韓国では発生しないような
法整備が進んでいるように見受けられます。加
えて、同指針では、仮想商品と現実商品が原則
的に類似しない商品と推定することも明らかに
しています。

４　不正競争防止法

（１）周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為

（第２条第１項第１号・第２号）

前記３のとおり、現実空間とメタバースが交
錯する場合、９類や41類で商標登録がされてい
ない場合に商標権の権利行使は困難です。他方
で、周知性・著名性要件のハードルは高いもの
の、現実空間あるいはメタバース上のバッグの
形状やそこに付されているブランド名が周知・
著名商品等表示であれば、不正競争防止法２条
１項１号又は２号における不正競争が成立し得
ます910。この場合、自己の商品等表示を現実空
間におけるバッグに係る表示とし、他人の商品
等表示をメタバースにおけるコンテンツとして
のバッグに係る表示とする不正競争も、その逆
の場合も不正競争も成立し得ると思われます。

（２）形態模倣商品の提供行為（第２条第１項第

３号）

ア　要件

上記（１）の類型とは別に、形態模倣商品
の提供行為も不正競争とされています。

形態模倣商品の提供行為とは、「他人の商
品の形態（当該商品の機能を確保するために
不可欠な形態を除く。）を模倣した商品を譲渡
し、…又は電気通信回線を通じて提供する行
為」をいいます。
「商品の形態」とは、需要者が通常の用法

に従った使用に際して知覚によって認識する
ことができる商品の外部及び内部の形状並び
にその形状に結合した模様、色彩、光沢及び
質感をいい（第２条第４項）、「模倣する」とは、
他人の商品の形態に依拠して、これと実質的
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に同一の形態の商品を作り出すことをいいま
す（同条第５項）。実質的同一性は、同種の
商品間における商品の形態を比較し、商品の
形態全体から見て重要な意味を有する部分が
実質的に同一であるかどうかによって判断さ
れます（経産省知的財産政策室編『逐条解説 
不正競争防止法〔令和元年７月１日施行版〕』

（以下「不競法逐条解説」という）42頁）。
イ　令和５年改正

令和５年改正により、形態模倣商品の提供
行為における行為類型に「電気回線を通じて
提供する」行為が追加されました。同改正の
趣旨は、デジタルコンテンツの保護を強化す
ることにあります。そのため、今後、不競法
逐条解説の改訂により、現実空間における商
品形態をメタバースにおけるコンテンツの形
式で模倣した場合及びメタバースにおけるコ
ンテンツである商品形態を同じくメタバース
上で模倣した場合並びにメタバースにおける
コンテンツの商品形態を現実世界で模倣した
行為は、不正競争に該当することや「商品」
に無体物が含まれることも明記される予定で
す11。

ウ　現実空間とメタバースが交錯する場合にお

ける不正競争行為の成否

上記イのとおり、令和５年改正はデジタル
空間上の形態模倣行為も不正競争とする趣旨
であるようです。従前、「実質的同一性」は、
同種の商品間の商品の形態を比較することが

求められる（例えば、車の形態をミニチュ
アカーとして模倣した場合、同種の商品では
ないため実質同一性が否定される）という解
釈がありました（不競法逐条解説42頁）。上
記のとおり、経産省としては現実空間とメタ
バースを交錯する模倣行為はすべて改正３
号の適用対象となると解するようです。もっ
とも上記例のような現実世界の車とそのミニ
チュアという異なる商品間では３号は成立し
ないのに、メタバースと交錯する場合には３
号の適用を認めるということは適切か、とい
う疑問は生じ得るところで、この点について
は今後の裁判所の判断が待たれます。

（３）一般条項の可能性

ここまで見てきた不正競争に該当する行為は、
限定列挙により規定された行為のみであるため、
技術の発展等に伴い、立法当初に想定しえな
かった事業者間の公正な競争を害する新たな行
為類型が出現した場合に、柔軟な対応が困難と
なってしまいます。このような不都合を改善す
る方法のひとつとして、ここで、不正競争の一
般条項を規定することの可能性を探ってみます。

ここで、韓国における一般条項を参照します。
韓国では、「競争者が相当な労力と投資により
構築した成果等を公正な商取引慣行や競争秩序
に反する方法により自身の営業のために無断で
利用することによって他人の経済的利益を侵害
する行為」との要件を満たせば、当該行為は差
止め及び損害賠償の対象となります。具体的に

※経済産業省知的財産政策室『不正競争防止法の改正に伴う逐条解説等の改訂方針（案）について」１頁
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は、ゴルフコースの実際の姿をほぼそのまま再
現したゴルフシミュレーションシステムを使っ
て、バーチャルゴルフ場を提供する行為に一般
条項が適用された例があります。

日本においても、このように、限定列挙では
規制し切れない行為を、不正競争行為として差
止め及び損害賠償の対象とし得る可能性がある
のではないでしょうか。

第３　まとめ
ここまでの状況を鑑みると、メタバースにおける

コンテンツにおける商品形態を現実空間で実体化さ
せる形式で模倣した場合の不正競争該当性といった、
現状の解釈が不透明な部分が存在するなど、現実空
間とメタバースが交錯する場合における知的財産の
保護は十分ではないといえます。

メタバースビジネスの発展に伴い、商品化のため
に投下する資金・労力を増加させる企業が現れてき
ています。そのため、今後は益々、現実空間とメタ
バースが交錯し得る自社の開発した商品をどのよう
に知的財産として保護するべきかという視点が、企
業にとって重要となってくるのではないでしょうか。
そして、現状のままでは、個性的な商品の開発や広
告宣伝への意欲が阻害されてしまい、日進月歩で変
化するメタバースビジネスの盛り上がりにも水を差
すこととなってしまうため、各個別法のガイドライ
ンや逐条解説の改訂等で柔軟に対応しつつ、適切な
法整備を進めていくことが必要ではないかと考えま
す。

１　広報誌「とっきょ」Vol53,2022年８月１日『仮想現実

は新時代へ　知財で探る「メタバース」』１頁（https://

www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol53/01_page1.

html）
２　フォートナイト公式チャンネル『Balenciagaによ

るデジタルファッションがフォートナイトに登場』

（https://www.youtube.com/watch?v=vzPsevyvPqM）
３　知財高判平成26年８月28日判時2238号91号〔ファッ

ションショー事件〕、知財高判平成28年10月13日（平

成28年（ネ）10059号）〔幼児用箸Ⅱ事件２審〕、知財

高判令和3.12.8裁判所ウェブサイト令和３年（ネ）第

10044号〔タコの滑り台事件］など
４　知財高判平18・３・29判タ1234号295頁〔スメルゲッ

ト事件〕
５　光永眞久『AR／VRがもたらすスポーツ生放送への

影響～米国著作権の観点から』日本知財学会誌15巻３

号33頁、37頁（2019年）を参照。
６　以下ではバッグの形状が立体商標登録されている場

合だけでなく、バッグに付されているブランド名等が

商標登録されており、メタバースにおけるコンテンツ

でも同様のブランド名が付されている場合を前提とし

ます。
７　平澤卓人「VR・ARにおける商標の保護」田村善之

還暦記念論文集『知的財産法政策学の旅』（2023弘文堂）  
８　JETRO「知的財産ニュース」2022年７月13日『韓国

特許庁、仮想商品の認定範囲および類否判断に関する

指針を作成・施行』（https://www.jetro.go.jp/world/

asia/kr/ip/ipnews/2022/220713.html）
９　もっとも、商標と同様、単にアバターで用いられて

いるだけでは商品等表示の使用にあたらないため、不

正競争行為は成立しないと考えられます。
10　１号及び２号に基づく行為類型として、電気通信回

線を通じた提供行為が規定されていることより、商品

に無体物を含むと解釈できます。このため、１号及び

２号ではメタバース上のコンテンツであっても商品に

含まれるといえます。
11　産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委

員会第23回資料５「不正競争防止法の改正に伴う逐条

解説等の改訂方針（案）について」

－つづく－
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※次回は６月掲載予定




